
 

１．は じ め に  
 

 

大阪竜華都市拠点地区では、大阪府内陸環状都市構想の一拠点として、また、本市の新都市核として土地

区画整理事業による都市基盤整備とあわせ、土地の合理的な高度利用により産業、教育・文化、商業・業

務、住宅及び医療等の機能が集積する「活力と魅力ある都市拠点の形成」をめざし、関係権利者の協力を

得て、平成１０年１２月２５日に地区計画を平成１１年３月２６日に建築条例を定めました。 

 

この地区計画により、今後は、関係権利者の皆さんと市が協力して、建築物等の規制・誘導や積極的な緑

化の推進を図ることで、より良いまちづくりを進めているところであります。 

 

この手引き書は、本地区計画の区域内において建築物の建築等を行われるに際し、その行為の届出等の手

続に関し、活用していただくために作成したものです。 
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２．大阪竜華都市拠点地区地区計画について  
 

地 区 計 画 の 方 針  

 名   称 大阪竜華都市拠点地区地区計画 

 位   置 八尾市北亀井町二丁目、北亀井町三丁目、大字亀井、大字植松、大字久宝寺及び大字渋川地内 

 面   積 約２６．０ｈａ 

地区計画の

目標 

当地区は、近畿自動車道や大阪中央環状線の広域的な幹線道路に隣接するとともＪＲ関西線と大

阪外環状線鉄道の結節点となるＪＲ久宝寺駅前に位置し、大阪府における内陸環状都市構想の拠点

として複合機能を備えた新たな都市核の形成を図る地区である。 

本計画は、この優れた立地条件を活かし、機能更新型の土地区画整理事業による公共施設等の整

備にあわせ、地区計画による建築物等の規制・誘導及び積極的な緑化の推進と、土地の合理的な高

度利用により、産業、教育・文化、商業・業務、住宅及び医療等の機能が集積する、活力と魅力の

ある都市拠点の形成を図ることを目標とする。 

土地利用の

方針 

本地区を「産業業務地区」、「公益・文化地区」、「商業複合地区」及び「住宅・医療地区」に区分

し、重層的な土地利用による公益的施設の配置や、新たな機能を備えた施設の配置により広域的な

都市拠点に相応しい都市空間、都市機能の実現を図るものとする。 

1．土地の高度利用を推進するとともに、安全で快適な歩行者空間の創出を図る。 

2．産業業務地区は、土地の合理的な高度利用による生産機能の高度化、緑豊かな就業環境の創出

を図る。 

3．公益・文化地区は、竜華水環境保全センターの上部空間を有効に活用し、産業・教育・文化等

の機能をもった施設の導入を図る。 

4．商業複合地区は、本地区の玄関口として相応しい賑わいとゆとりのある都市空間の形成をめざ

し、商業・業務機能等をもった施設の導入を図る。 

５．住宅・医療地区は、優れた立地条件を活かし中高層の集合住宅の導入を図るともに、地域の基

幹病院を配置する。 

地区施設の

整備の方針 

 本地区の健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るため、次の施設を配置する。 

1．歩行者の安全性と利便性を確保するため、駅舎や各地区相互を連絡する立体的な歩行者用通路

を配置する。 

2．都市計画道路竜華東西線沿道において、歩道と一体となった街角広場を配置しする。 

3．住宅・医療地区において、住宅機能と医療機能の相互の保全と、緑豊かな環境の形成を図るた

め、緑地帯を配置する。 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

建築物等の

整備の方針 

１．産業業務地区は良好な生産環境を確保するため、壁面の位置の制限によって生ずる空間につい

て積極的な緑化を図るとともに、建築物等の用途、規模、配置及び意匠に留意して整備を図る。 

2．公益・文化地区は、良好な都市景観を形成するため、壁面の位置の制限によって生ずる空間に

ついて周辺環境と調和した緑化を図るとともに、建築物等の用途、規模、配置及び意匠に留意し

て整備を図る。 

3．商業複合地区は、賑わいとゆとりのある環境を形成するため、壁面の位置の制限によって生ず

る空間について周辺環境と調和した緑化を図るとともに、建築物等の用途、規模、配置及び意匠

に留意して整備を図る。 

4．住宅・医療地区は、緑豊かなオープンスペースに囲まれた閑静な環境を確保するため、壁面の

位置の制限によって生ずる空間について周辺環境と調和した緑化を図るとともに、建築物の用途、

規模、配置及び意匠に留意して整備を図る。 

5．主要な道路では、電線類の地中化等を図ることにより良好な景観形成に努める。 

6．多数の人々が集散する主要道路の沿道は、歩道との一体的な緑化等による快適な歩行者空間を

充実するため、壁面の位置を制限する。 

7．美しい潤いのある環境づくりのため、垣根は透視可能なものとし、あわせて敷地内の緑化に努

める。 

8．不特定多数の人々が利用する全ての施設については、誰もが安心して利用できる、人に優しい

街づくりを推進する。 
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３．届出・協議等について  
 

（１）届出・協議の必要な行為 

    大阪竜華都市拠点地区地区計画の区域内において、届出・協議を必要とする行為は次の行為です。 

① 土地の区画形質の変更 

（切土・盛土・宅地の造成など） 

② 建築物の建築又は工作物の建設 

③ 建築物等の用途の変更 

④ 建築物等の形態又は意匠の変更 

 

（２）地区計画の届出とは 

    地区計画の区域内におきましては、地区計画の内容に沿ったまちづくりを行っていただくため、  

都市計画法第２９条に規定する開発行為以外の前記①～④の行為（建築行為等）を行われる場合は、

都市計画法第５８条の２第１項の規定により地区計画の区域内の行為の届出を行う必要があります。 

    なお、本市におきましては八尾市開発指導要綱を定め、手続きを行っていただいておりますが、

その手続き関係等については、Ｐ７の「４．届出・協議のながれ」をご覧下さい。 

     

        （参 考） 

    ＊八尾市開発指導要綱第３条（適用範囲） 

     この要綱は、本市の区域内において行われる次の各号に掲げる事業に適用する。 

（１）開発区域面積又は敷地面積が３００平方メートル以上の開発事業。 

    （２）住宅（住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。）戸数が２戸以上 

      の建設事業。 

     （３）建築基準法第６条第１項、第１８条第２項、第８７条第１項又は第８８条第１項の規定に基づ 

       く確認又は通知を要する建築物の建築、用途変更又は擁壁の築造事業。（前２号を除く。） 

     （４）宅地造成等規制法第８条第１項又は第１１条の規定に基づく許可又は協議を要する 

        宅地の造成事業。 

     ２ 開発事業等の完了後１年以内において、当該開発事業等の完了した区域及び隣接地における連続 

      又は継続した２以上の開発事業等については、一つの開発事業等とみなして、この要綱を適用する。 

      ただし、市長が特に認めるものについては、この限りでない。 
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（３）地区計画の協議とは 

    本市では地区計画の内容に沿ったまちづくりを進めていくため、地区計画の区域内の行為で都市

計画法第５８条の２第１項により届出の不要なものについても、協議を行っていただくこととして

おります。 

 

    （参 考） 

＊ 都市計画法５８条の２第１項（建築等の届出等の不要なもの） 

（１）通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの。 

（２）非常災害のための必要な応急措置として行う行為。 

（３）国又は地方公共団体が行う行為。 

（４）都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為。 

（５）第２９条の許可を要する行為その他政令で定める行為。（市街化区域内において行う開発行 

  為で、その規模が５００㎡以上のもの等。） 

 

（４）届出・協議を行う時期 

届出については、上記の行為に着手する日の３０日前までに、当該地区計画の内容に即して、所定

の届出書（別紙様式１）に必要事項をご記入の上、届出を行ってください。（正副各１部必要です。） 

また、協議については、開発行為の事前協議時に、所定の協議書（別紙様式３）に必要事項をご記

入の上、届出を行ってください。（正副各１部必要です。） 

 

（５）届出・協議の内容を変更する場合 

当初の届出・協議内容について設計又は施工方法を変更する場合は、その行為に着手する日の３０

日前までに、所定の変更届出書（別紙様式２）及び変更協議書（別紙様式４）に必要事項をご記入の

うえ、届出を行ってください。（正副各１部必要です。） 

 

（６）その他 

    地区計画に関する届出・協議及び添付図書等について、ご不明な点等がございましたら、都市計

画課までご相談ください。 
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４．届出・協議のながれ  
 
 

 事 前 調 査 ・ 事 前 相 談（ 龍 華 地 区 都 市 拠 点 整 備 室 な ど 関 係 課 ）  

 
 
 
 
・建築確認申請を必要と       八尾市開発指導要綱第３条第１項                           ・都市計画法第２９条の許 
    しない用途変更等    第３号           第１号、第２号、第４号     可を要する行為、その他 
・建築物等の形態又は     ・敷地面積300㎡未満の建築 ・開発区域面積又は300㎡      政令で定める行為  
       意匠の変更    行為及び用途変更      以上の開発事業         (500㎡以上の開発行為等) 
               ・高さ２ｍを超える擁壁   ・住宅戸数が２戸以上の建設 
                         の築造 ・宅地造成規制法に基づく許 
                              可事業又は協議を要する宅   
                              造事業  
                                              
                                                                                          

 

                                    開    発    事    前    協    議 
         
 
 

   地 区  計  画  届  出  書 (着手の３０日以上前) (様式１）  地区計画協議書（様式３） 
 
 
 

   大 阪 竜 華 都 市 拠 点 地 区 地 区 計 画 の 内 容 チ ェ ッ ク 
 
                協議              協議                    協議                    協議                                                      
 

                     勧  告         勧  告          勧  告          勧  告 
                  
 

    大 阪 竜 華 都 市 拠 点 地 区 地 区 計 画 の 内 容 に 適 合 
                                      
                                     ・通知書写添付       ・通知書写添付 
                                       （様式１）         （様式３）       

            小規模要綱協議申出     要綱開発申請            開発許可申請         
                                                                   
                                            ・通知書写添付                ・通知書写添付              ・通知書写添付 
                        （様式１）                    （様式１）                  （様式３）  

                   建 築 確 認 申 請                           
 

 

   着   手                       着                  手 

 
 
 

     完     了                       竣        工         検          査 
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５．参考資料（建築条例） 
大阪竜華都市拠点地区地区計画の区域における建築物の制限に関する条例 

平成１１年３月２６日 

八尾市条例第１１号           

改正 平成１９年９月２８日条例第２４号 

（目的） 

第１条 この条例は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第６８条

の２第１項の規定に基づき、平成１０年八尾市告示第２８６号に定める大阪竜華都市拠点地区

地区計画（以下「地区計画」という。）の区域内における建築物に関する制限を設けることに

より、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）

に定めるところによる。 

（適用区域） 

第３条 この条例は、地区計画の区域内の建築物又はその敷地に適用する。 

（地区の区分及び名称等） 

第４条 この条例において地区計画の区域内における地区の区分及び名称並びに道路の名称は、

地区計画における地区整備計画（以下「地区整備計画」という。）に定めるところによる。 

（建築物の用途の制限） 

第５条 地区整備計画の区域内においては、別表の地区の区分に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げ

る用途に供する建築物を建築してはならない。ただし、市長が当該地区の環境を害するおそれ

がないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 

２ 市長は、前項ただし書の規定による許可（以下「特例許可」という。）をする場合において

は、あらかじめ、当該特例許可に利害関係を有する者の出席を求めて公開による意見の聴取を

行い、かつ、八尾市建築審査会の意見を聴かなければならない。ただし、特例許可を受けた建

築物の増築、改築又は移転で、次に掲げる要件に該当するものについて特例許可をする場合に

おいては、この限りでない。 

(1)増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。 

(2)増築又は改築後の前項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、

特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。 

(3)前項の規定に適合しない事由が原動機の出力又は容器等の容量による場合においては、増 

  築、改築又は移転後のそれらの出力又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれ

らの出力又は容量の合計を超えないこと。 

３ 市長は、前項の規定による公開による意見の聴取を行う場合においては、特例許可をしよう

とする建築物の建築の計画並びに公開による意見の聴取の期日及び場所を当該期日の３日前

までに公告しなければならない。 

（建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度） 

第６条 建築物の延べ面積（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、その延べ面積

の合計）の敷地面積に対する割合は、産業業務－２地区及び産業業務－３地区において敷地面

積が２００平方メートル未満の場合は、１０分の２０以下でなければならない。 

２ 前項に規定する延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ１メートル以下

にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床

面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築物の住宅の

用途に供する部分の床面積の合計の和）の３分の１を限度として算入しない。 

３ 第１項に規定する延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車
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のための施設（誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分の床面積は、当

該敷地内の建築物の各階の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、

それらの建築物の各階の床面積の合計の和）の５分の１を限度として算入しない。 

（建築物の敷地面積に関する制限） 

第７条 建築物の敷地面積は、別表の地区の区分に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値以上で

なければならない。 

２ 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定

に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用す

るならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用す

る場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、

この限りでない。 

(1)この条例を改正する条例による改正（この条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する

条例を制定することを含む。）後の前項の規定の適用の際、同項の規定に相当する従前の規

定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使

用するならば同項の規定に相当する従前の規定に違反することとなった土地 

(2)前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の

敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地 

（壁面の位置の制限） 

第８条 道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの最短距離は、別表の地区の

区分に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以上でなければならない。ただし、上空に設けら

れる渡り廊下その他通行又は運搬の用途に供する建築物及び地盤面下の部分については、この

限りでない。 

（門扉又は塀等の構造の制限） 

第９条 道路、公園、広場に面する部分の建築物に附属する門扉、塀、垣又はさく等は、網状そ

の他これに類する形状等透視可能な構造としなければならない。ただし、高さが０．６メート

ル以下の部分については、この限りでない。 

（建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合の措置） 

第１０条 建築物の敷地が地区整備計画の区域の内外にわたる場合における第５条及び第７条

の規定の適用については、当該建築物又はその敷地の全部について、敷地の過半が地区整備計

画の区域に属する場合に適用する。 

（既存の建築物に対する制限の緩和） 

    第１１条 法第３条第２項の規定により第５条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲

げる範囲内において増築又は改築をする場合は、法第３条第３項第３号及び第４号の規定にか

かわらず、第５条の規定は適用しない。 

 (1)増築又は改築が基準時（法第３条第２項の規定により第５条の規定の適用を受けない建築  

物について、法第３条第２項の規定により引き続き第５条の規定（同条の規定が改正された場

合においては改正前の同条の規定を含む。）の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。）

における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が

基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第５２条第１項、第２項及び第７項、法第５３条

並びに第６条の規定に適合すること。 

(2)増築後の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の１．２倍を超えないこと。 

(3)増築後の第５条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準   

時におけるその部分の床面積の合計の１．２倍を超えないこと。 

(4)第５条の規定に適合しない事由が原動機の出力又は容器等の容量による場合においては、

増築後のそれらの出力又は容量の合計が、基準時におけるそれらの出力又は容量の合計の
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１．２倍を超えないこと。 

（公益上必要な建築物の特例） 

第１２条 この条例の適用に関して、市長が、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得

ないと認めて許可した建築物及びその敷地は、当該許可の範囲内において、第５条、第７条第

１項及び第８条の規定を適用しない。 

２ 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、八尾市建築審査会の意見

を聴かなければならない。 

（罰則） 

第１３条 次の各号の１に該当するものは、２００，０００円以下の罰金に処する。 

(1)第５条第１項又は第７条第１項の規定に違反した場合（次号に規定する場合を除く。）にお

ける当該建築物の建築主 

(2)建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより第７条第１項の規定に違反

することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者 

(3)第６条又は第８条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者（設計図書を用いな

いで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の

工事施工者） 

(4)法第８７条第２項において準用するこの条例の第５条第１項の規定に違反した場合におけ

る当該建築物の所有者、管理者又は占有者 

２ 前項第３号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであ

るときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対しても同項の罰金刑を科

する。 

３ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務

に関して、前２項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し

て第１項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反

行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があった

ときは、その法人又は人については、この限りでない。 

（公表） 

第１４条 この条例の規定に違反した建築物又はその敷地に係る建築主、工事施工者及び設計者

又は所有者、管理者若しくは占有者については、市長が定めるところにより、その氏名又は名

称を公表することができる。 

（委任） 

第１５条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

  附 則 

この条例は、平成１１年４月１日から施行する。 

  附 則（平成１９年９月２８日条例第２４号） 

この条例は、平成１９年１１月３０日から施行する。ただし、第１条中大阪竜華都市拠点地

区地区計画の区域における建築物の制限に関する条例第１１条の改正規定及び第２条から

第４条までの規定は、公布の日から施行する。 
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  別表（第５条、第７条、第８条関係） 
    

地区の区分 ア イ ウ 

 
 
 
 産 
 
 業 
 

 産業業務－ 
    １地区 
 
 
 
 
 

 ・住宅、共同住宅、兼用住宅（住宅で住宅以外の
用途を兼ねるものをいう。以下同じ。） 

 ・自動車教習所、畜舎 
 
 
 

 ５，０００平方 
      メートル 
 
 
 
 
 

 ・都市計画道路竜華東西線 
       境界線から２メートル 
 ・都市計画道路久宝寺南駅前線 
      境界線から２メートル 

 ・区画２号線 
      境界線から２メートル 

 
 業 
 
 務 
 
 地 

 産業業務－ 
    ２地区 
 
 
 

 ・住宅、共同住宅、兼用住宅 
 ・自動車教習所、畜舎 
 ・法別表第２（ぬ）項第１号に定める建築物 
 

 ８０平方メートル 
 
 
 

  都市計画道路竜華東西線 
      境界線から１メートル 

 
 
 

 
 区 
 
 
 
 
 

 産業業務－ 
    ３地区 
 
 
 
 
 

 ・住宅、共同住宅、住宅以外の用途に供する部 分
の床面積の合計が４０平方メートル未満の兼

用住宅 
 ・自動車教習所、畜舎 
 ・法別表第２（ぬ）項第１号に定める建築物 
 

 ８０平方メートル 
 
 
 
 
 

  都市計画道路竜華東西線 
      境界線から１メートル 

 
 
 
 
 

 公益・文化地区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ・住宅、共同住宅、兼用住宅 
 ・自動車教習所、畜舎 
 ・キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホ
ールその他これらに類 

  するもの 
 ・マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投
票券発売所、場外車券売場その他これらに類す

るもの 
 ・カラオケボックスその他これに類するもの 
 

 ３，０００平方 
      メートル 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ・都市計画道路竜華東西線 
       境界線から４メートル 
 ・都市計画道路久宝寺南駅前線 
      境界線から３メートル 

 ・区画１号線 
      境界線から３メートル 

 
 
 
 
 

  商業複合地区 
 
 
 
 
 
 
 

 ・住宅、兼用住宅 
 ・自動車教習所、畜舎 
 ・キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホ
ールその他これらに類するもの 

 ・個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類す
る法別表第２（ち）項第３号に規定する政令で

定めるもの 

 ３，０００平方 
      メートル 
 
 
 
 
 
 

 ・都市計画道路竜華東西線 
       境界線から４メートル 
 ・都市計画道路久宝寺南駅前線 
      境界線から３メートル 

 ・都市計画道路久宝寺線 
      境堺線から３メートル 

 ・区画１号線 
      境界線から３メートル 

     
 
 住 
 宅 
 ・ 
 医 
 療 
 地 
 区 

 住宅・医療 
   －１地区 
 
 
 
 
 
 

 ・住宅、共同住宅、兼用住宅 
 ・自動車教習所、畜舎 
 ・マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票
券発売所、場外車券売場その他これらに類する

もの 
 ・カラオケボックスその他これに類するもの 
 

 ３，０００平方 
      メートル 
 
 
 
 
 
 

 ・都市計画道路竜華東西線 
       境界線から４メートル 
 ・都市計画道路久宝寺南駅前線 
      境界線から３メートル 

 
 
 
 

 
 
 

 住宅・医療 
   －２地区 
 

 ・住宅、兼用住宅 
 ・自動車教習所、畜舎 
 

 ３，０００平方 
      メートル 
 

  都市計画道路竜華東西線 
      境界線から４メートル 

 
 


